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財務局の未利用国有地の管理等業務における民間競争入札実施要項（案） 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51 号。以下

「法」という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サ

ービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断

の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と

工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービス

を実現することを目指すものである。 

前記を踏まえ、財務省は、公共サービス改革基本方針（平成25年6月14日閣議決定）

別表において民間競争入札の対象として選定された財務局の未利用国有地の管理等業

務（以下「未利用国有地管理等業務」という。）について、公共サービス改革基本方

針に従って、本実施要項を定めるものとする。 

 

1．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サー

ビスの質に関する事項（法第14条第2項第1号） 

 

(1) 未利用国有地管理等業務の概要 

未利用国有地管理等業務は、未利用国有地等の国有財産(以下「国有財産」という。)

の処分に当たり必要となる物件調査業務、草刈や柵設置等の管理業務、国有財産の

一般競争入札の案内書配布等補助業務であり、これらの業務について包括的に民間

事業者へ業務を委託するものである。 

 

(2) 業務の対象地区及び対象財産 

  対象地区及び対象業務一覧【別添1】における各財務局等（以下、「国」という。）

が管轄する国有財産を対象とする。 

  

(3) 業務内容 

以下の業務を行う。業務の詳細は業務の対象地区ごとに定める「仕様書【別添2】」

によるものとする。 

① 国有財産の調査に関する業務 

1) 物件調書作成業務 

   2) 地下埋設物調査業務 

   3) 土壌汚染調査業務 

   4) ライフライン調査業務 

   5) アスベスト調査業務 

   6) 測量業務 

   7） ＰＣＢ調査業務 

  ② 国有財産の管理に関する業務 

   1) 巡回業務 
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   2) 草刈・保守業務 

   3) 柵設置業務 

   4) 看板作成設置等業務 

   5) 樹木伐採業務 

   6) 投棄物撤去業務 

   7) 巣撤去等業務 

   8) 流出土砂撤去等業務 

   9) 建物開口部閉鎖業務 

   ③ 一般競争入札の補助に関する業務 

    1) 入札案内書配布照会対応業務 

   2) 入札案内書原稿整備業務 

 

(4) 一般的事項 

 ① 国は、業務を委託する物件を特定し、本実施要項及び仕様書に基づき「業務委

託指図書」（以下「指図書」という。）を作成し、民間事業者に交付することと

し、民間事業者は指図書に基づいて業務を実施する。 

② 民間事業者が国から指図書の交付を受け、業務を実施する中で施工方法や施工

数量等を変更する必要が生じた場合は、国の監督職員に連絡し、変更の必要性に

ついて説明の上、監督職員の了解のもと業務を実施する。 

③ 民間事業者は、定められた業務期間内に確実に業務を履行しなければならない。

工期の延長は、国の都合又は天災等の止むを得ない理由による場合以外はこれを

認めない。なお、業務履行期限等の日数算定の考え方は、休業日を除いた実日数

とし、指図日の翌日から起算するものとする。 

 ④ 業務の実施に当たっては、近隣住民等に対しあらかじめ業務説明を行うととも

に、トラブルを惹起しないよう最大限配慮しなければならない。 

   なお、仕様書又は指図書等においてお知らせ文書の配布が義務付けられている

業務を実施する場合には、近隣住民に対し事前に「工事実施のお知らせ文書」を

配布する必要がある。配布範囲は別途国から指示するものとする。 

⑤ 業務の実施に伴い必要となる車両置場・工事用機材置場については、民間事業

者の負担において確保すること。 

   工事用機材等の搬入・搬出にあたっては、周辺道路及び隣接地工作物等に損害

を与えないよう十分留意するとともに、安全な業務の実施に必要な措置を講じな

ければならない。 

 ⑥ 現地に施錠された門扉がある場合等、業務の実施に当たり鍵の貸与が必要な場

合は、国は指図書の交付に併せて民間事業者に鍵を貸与し、民間事業者は現地で

の作業が終了後速やかに鍵を返還しなければならない。 

なお、民間事業者は鍵を紛失することのないように十分注意して取り扱うこと

とし、鍵の受渡は国から身分証明書の発行を受けた者が行わなければならない。 

 ⑦ 業務の実施に当たり、第三者に損害を与えた場合は、損害賠償に要する費用は
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民間事業者の負担とする。 

 ⑧ 民間事業者は、業務の実施に当たり、何らかのトラブルが発生した場合は、速

やかに監督職員に報告するとともに、必要に応じ民間事業者の責任において解決

するものとする。この場合、監督職員から指示があった場合は、その指示に従わ

なければならない。 

⑨ 台風・地震等の天災や事故の発生に伴って緊急の対応が必要となった場合は、

土日祝日及び夏季・冬季休暇期間や昼夜の時間を問わず、国の指示に基づいて業

務を実施するものとする。 

 ⑩ 本実施要項等に定めのない事項については、監督職員又は契約担当課と協議し

て対応するものとする。 

 

(5)  業務管理に関する事項 

 ① 総括責任者と実行責任者 

民間事業者は、業務全般の総括責任者と各業務の実行責任者を定め、国との連

絡調整に当たらせるとともに、国に提出する各種報告書等に不備がないように、

内容の確認を行わせなければならない。 

なお、民間事業者がグループで構成されている場合は、総括責任者はグループ

代表者に所属する者とし、各業務の実行責任者は未利用国有地管理等業務を行う

各グループ構成者に所属する者とする。 

② 公文書等の貸与 

1） 民間事業者は、公図、測量図等の公文書を未利用国有地管理等業務を行うた

めに借用しようとする場合には、当該公文書を管理する国の庁舎を訪問し、国

が備え付ける公文書貸与管理簿に記載し、確認を得なければならない。借用書

類を返戻する場合も同様とする。 

2） 外部電磁的記録媒体等により国のシステム及びデータ等の貸与を受けた場合

には、パスワード等によるセキュリティを確保の上、適切に管理し、業務以外

の目的に供してはならない。 

なお、使用する外部電磁的記録媒体等は、事前に最新パターンによるウィル

スチェックを行い、ウィルス等に感染していないことを確認すること。 

また、未利用国有地管理等業務に関する契約期間が満了したときは、速やか

に当該システム及びデータ等を抹消しなければならない。 

 

(6) サービスの質の設定 

未利用国有地管理等業務の実施に当たり、公共サービスの質を確保するため、民

間事業者に対して以下の要求水準を設定する。 

① 未利用国有地管理等業務の処理期間内の処理率 

指図書の交付された業務については、「業務処理期間一覧表【別添3】」のとおり

指定した期間までにその処理を完了するものとし、達成目標は100％とする。 

なお、業務処理期間については、入札実施単位ごとに定めるものとし、日数は
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休業日を除いた実日数とする。 

② 各種情報等の適正な管理等 

 未利用国有地管理等業務の実施に当たり、知り得た情報を漏洩することがない

よう厳格な情報管理を行うこと。 

 ③ 各業務において確保すべき水準 

各業務において確保すべき水準は、各業務の仕様書（別紙2）において定める内

容とする。 

 

(7) 創意工夫の発揮可能性 

未利用国有地管理等業務の実施に当たっては、以下の観点から民間事業者 

の創意工夫を発揮し、公共サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率性の向上、

経費の削減等）に努めるものとする。 

①未利用国有地管理等業務の実施全般に対する提案 

     民間事業者は、総合評価のための業務実施の具体的な方法、業務の 

質の確保の方法等に関する書類（以下「提案書【別添4】」という。）に従い提

案することとする。 

②従来の実施方法に対する改善提案 

民間事業者は、国が各業務の現行基準として示す従来の実施方法に対し、改 

善すべき提案がある場合は、提案書に従い、具体的な方法等を示すとともに、現

行基準レベルの質が確保できる根拠等を提案すること。 

 

(8) 委託費等の支払方法 

① 本契約の形態は業務委託契約（単価契約）とする。 

② 検査 

    民間事業者は、指図書に基づき未利用国有地管理等業務を実施し、業務完了後

に国が別に定める報告書を速やかに国に提出することとする。 

国の検査職員は、提出された報告書について検査を行い、未利用国有地管理等

業務の履行状況を確認するものとし、検査合格となったものについて、国は民間

事業者から所定の様式により請求を受け、委託費を支払うものとする。 

なお、検査不合格となった場合は、下記③の是正を行い、再度、報告書を国に

提出し、国の検査を受けるものとする。 

③ 業務の是正措置等 

民間事業者は、国の検査職員による検査の結果、業務内容の是正が必要である

と認められる場合に該当するときは、速やかに業務の是正措置を行わなければな

らない。 

   国は「業務委託是正指図書」により民間事業者に業務の是正の指示を行い、民

間事業者はそれを受けて当該指図書の定める期間内に速やかに業務の是正を行う

ものとする。 

また、未利用国有地管理等業務の実施に当たり、国が必要と認めた場合には、民間
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事業者は改善計画書を国に提出し、承認を得た上で速やかに改善計画書の内容を実

施しなければならない。 

④ 支払方法 

   国は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、業務の対象地区ごとに定め

る方法により民間事業者に委託費を支払うものとする。 

国が、国の責に帰すべき事由により期限内に請求金額を支払わなかった場合は、

支払期限到来の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に

対して、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件（昭和24年大蔵省

告示第991号）に定める年率の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。

ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。 

 

(9) 費用負担等に関するその他の留意事項 

法令の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、下記①から

③のいずれかに該当する場合には国が負担し、それ以外の法令変更については民間

事業者が負担する。 

① 未利用国有地管理等業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度

の新設 

② 消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む。） 

③ 上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新

設・変更（税率の変更含む。） 

④ その他の留意事項 

 年間予定数量はあくまで予定数量であり、数量の保証をするものではない。また 

数量は国の都合により増減する。 

 

2．実施期間に関する事項（法第14条第2項第2号） 

 

未利用国有地管理等業務の実施期間は、平成26年4月（契約締結後）から平成29年3

月31日までとする。（予定） 

（上記に係る予算措置については、平成26年度予算要求中（3ヶ年国庫債務負担行為）であ

り、本入札に係る落札及び本契約の締結は、平成26年度予算が成立し、予算示達がなされ

ることを前提とする。） 

 

3．入札参加資格に関する事項（法第14条第2項第3号及び第3項） 

 

(1) 法第10条各号（ただし第11号を除く。）に該当する者でないこと。 

 

(2) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であ

ること。 
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なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、本契約の締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 

(3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てをしていな

い者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをし

ていない者。（ただし、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民

事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者で、手続開始の決定がなされた後

において競争参加資格の再認定を受けている者を除く。） 

 

(5) 競争参加資格(全省庁統一資格又は財務省競争参加資格)を有する者で、入札書の

提出期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であ

ること。（下記（10）の入札参加グループでの入札の場合を除き、「入札参加資格【別

添5】」の資格をすべて有する者である必要がある。） 

   なお、入札書の提出期限までに、「資格審査結果通知書」の写しを提出すること。 

 

(6) 各府省庁から指名停止等を受けていない者（支出負担行為担当官が特に認める者

を含む。）であること。 

 

(7) 税の滞納がないこと。 

 

(8)  経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契

約の履行が確保される者であること。 

 

(9)  入札説明会において、未利用国有地管理等業務の概要等の説明を受けた者である

こと。 

 

(10)  入札参加グループでの入札について 

① 単独で業務が担えない場合は、複数の者で構成されるグループ（以下「入札参

加グループ」という。）で参加することができる。 

この場合、入札参加グループの構成者のうち１者がグループの代表者となり、

提案書の提出及び入札手続きを代表者の名前で行うものとする。また、入札参加

申し込みに当たっては、入札参加グループ結成に関する協定書を作成し併せて提

出すること。 

また、未利用国有地管理等業務の実施に当たっては、入札参加グループの代表

者が責任をもって国との連絡調整を行うとともに、入札参加グループの構成者も

定期的に国と連携を図り、円滑かつ迅速な業務を実施すること。 

なお、入札参加グループの構成者となった者は、本競争に参加する他の入札参
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加グループに参加、若しくは単独で入札に参加することはできない。 

② 代表者及びグループ構成者は、上記(1)から(9)までの全ての要件を満たすこと。

（ただし、上記（5）については、「グループ全体として、すべてを満たすこと」

で可とするが、代表者及びグループ構成者は、少なくとも1以上の「入札参加資格」

を有していること。また、上記（9）については、代表者のみで可とする。） 

 

4．入札に参加する者の募集に関する事項（法第14条第2項第4号） 

 

(1) 入札に係るスケジュール（予定） 

手続 スケジュール 

入札公告 平成25年11月下旬ころ 

入札説明会 平成25年12月上旬ころ 

入札等に関する質疑応答 平成25年12月中旬ころ 

入札書類の受付期限 平成26年1月下旬ころ 

入札書類の評価 平成26年2月上旬ころ 

開札・落札者等の決定 平成26年3月上旬ころ 

契約の締結 平成26年4月1日 

 

(2) 入札実施手続 

① 入札の単位 

入札は、対象地区及び対象業務一覧【別添1】」に示す31の「対象地域」を単位

とし、上記2.に示す実施期間を対象として行うものとする。 

② 提出書類 

入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、入札金額を記載した書

類（以下「入札書」という。）及び提案書を提出するものとする。 

③ 入札書の内容 

入札参加者が提出する入札書に記載する入札金額は、業務ごとの単価（円未満

切捨て）に予定件数を乗じた金額とその総額を記載すること。なお、上記の入札

金額には、未利用国有地管理等業務に要する一切の諸経費の105分の100に相当す

る金額を記載することとする。 

④ 提案書の内容 

   提案書には、「未利用国有地管理等業務を実施する者を決定するための評価の

基準【別添6】」に示した各評価項目に対する提案を具体的に記載すること。 

   入札参加者は、法令等に反しない限り、その創意工夫を発揮して、仕様書等と

異なる取扱いを内容とする提案をすることができる。 

なお、入札への参加を希望する者は、提案書提出期限前にその提案内容が法令

等に反するか否かについて、入札を実施する国に対し確認を求めることができる。

確認を求められた国においては、当該者が提案書を提出期限内に提出できるよう

速やかに回答する。 



 

8 
 

 

⑤ 提案書の添付資料の内容 

   提案書には次の資料を添付するものとする。 

1) 会社概要、組織図 

2) 事務フロー図 

3) 法第15条において準用する法第10条各号（ただし第11号を除く。）に規定

する欠格事由の審査に必要な書類 

⑥ ヒアリングの実施 

ヒアリングでは、提案書に記載された事項について質疑応答を行う。また、ヒ

アリングにより提案が実現可能な内容であるかを確認し、評価項目の得点に反映

させる。 

なお、ヒアリングへは未利用国有地管理等業務担当予定者最低1名が必ず出席す

ること。 

⑦ 入札の無効 

本実施要項に示した競争参加資格のない者、別に定める入札説明書の入札条件

に違反した者又は入札参加者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書及び提案書は無効とする。 

⑧ 再度入札 

   入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がない

ときは、直ちに再度入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき

者が決定しない場合には、入札条件を見直し、再度公告入札に付することとする。 

⑨ 入札の延期 

入札参加者が相連合し又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公

正に執行することができないおそれがあると認められるときは、当該入札を延期

することがある。 

 

5．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サー

ビスを実施する者の決定に関する事項（法第14条第2項第5号） 

 

落札者の決定は、業務の対象地区ごとに総合評価方式によるものとする。 

 

(1) 評価の方法 

落札予定者を決定するための評価は、提出された提案書の内容が未利用国有地管

理等業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか（必須評価項目）、また、

効果的なものであるか（加点評価項目）について、「未利用国有地管理等業務を実

施する者を決定するための評価の基準【別添6】」により行うものとする。 

評価の決定に当たっては、全国の11のブロック（「対象地区及び対象業務一覧」

【別添1】参照。）ごとに評価委員会を設置し、評価委員会の意見を反映するものと

する。 
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(2) 落札者の決定 

① 上記 3 の入札参加資格を全て満たし、上記（1）の評価の方法において必須とさ

れた項目の要件を全て満たし、予算決算及び会計令第 79条の規定に基づいて作成

された予定価格の制限の範囲内である者のうち、提案書の審査により得られた各

評価項目の得点の合計点（最高 100 点）を入札価格で除して得られた数値（以下

「総合評価点」という。）の最も高い値の者を落札予定者として決定する。 

② 落札予定者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令第85条の規定によ

る基準において定める額を下回った場合には、本契約の内容に適合した履行がな

されないおそれがあると認められるか否か、又はその者と本契約を締結すること

が公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認められるか否かについて、予算決算

及び会計令第86条の規定に基づく調査を行うものとし、調査の結果、本契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき、又はその者と本

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認められたときは、

予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、総合評価

点の最も高い者を落札予定者とする。 

③ 落札予定者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引

かせ、落札予定者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接く

じを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わっ

てくじを引き、落札予定者を決定するものとする。 

④ 落札者が決定した時は、遅滞なく、落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落

札者の決定理由について公表するものとする。 

⑤ 再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は未利用国有地

管理等業務の実施に必要な期間が確保できない等やむを得ない場合は、国が自ら

未利用国有地管理等業務を実施すること等とし、その理由を公表するとともに、

官民競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」という。）に報告するものとす

る。 

 

6．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項（法第

14条第2項第6号及び第4項） 

 

「従来の実施状況に関する情報の開示【別添7】」のとおり。 

 

7．公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項（法

第14条第2項第7号） 

 

国が指図書で指示する業務実施期間内に限り、民間事業者は未利用国有地管理等業

務の対象となる国有財産に立ち入って業務を行うことができるものとする。 
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8．公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政

機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その

他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス

実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項（法第14条第2項第9号） 

 

(1) 報告等について 

① 業務報告書の作成と提出 

1)  民間事業者は、民間事業者の営業状況等に関し、次により国へ報告書を提出

すること。 

・毎期の決算を終了した場合は、当該決算期に係る財務諸表 

・定款を変更した場合は、変更理由及び変更部分 

・役員の改選があった場合は、改選役員の氏名及び経歴 

2) 民間事業者は、個人情報の漏洩、滅失又は棄損の防止その他の個人情報の安

全管理のために必要かつ適切な措置の実施状況について、契約期間中、少なく

とも6ケ月に１回又は国が求めた場合はその都度報告すること。 

3) 民間事業者は、国の求めに応じ、未利用国有地管理等業務の実施状況その他

質の確保に関して、書面又は質疑応答形式により報告すること。 

 ② 事故等の報告 

民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり、事故等が発生した場

合は、迅速に対応するとともに、速やかに国に報告すること。 

③ 国の検査・監督体制 

民間事業者からの報告を受けるに当たり、未利用国有地管理等業務の検査・監

督体制は次のとおりとする。 

1)  監督職員（官職指定） 別途、国の定める職員による。 

2)  検査職員（官職指定） 別途、国の定める職員による。 

 

(2) 国による調査への協力 

国は、民間事業者による未利用国有地管理等業務の適正かつ確実な実施を確保す

るため必要があると認めるときは、民間事業者に対し、未利用国有地管理等業務の

状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所（又は業務実施場所）に立

ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に

質問することができる。 

立ち入り検査をする国の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第1

項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明

書を携行し、関係者に提示するものとする。 

 

(3) 指示 

国は、民間事業者による未利用国有地管理等業務の適正かつ確実な実施を確保す

るために必要であると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきこ
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とを指示することができる。 

  

(4) 秘密の保持 

 ① 民間事業者（個人の場合はその者、法人の場合はその役員（理事、取締役、執

行役、業務を執行する社員及び監事、監査役又はこれらに準じる者をいい、相談

役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、理事、

取締役、執行役、業務を執行する社員及び監事、監査役又はこれらに準じる者と

同等以上の支配力を有するものと認められるもの及びそれらの従業者を含む。））

又は民間事業者であった者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり知り得た

秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

② 民間事業者又は民間事業者であった者は、未利用国有地管理等業務に関して知

り得た秘密を漏らし、又は盗用することとならない場合であっても未利用国有地

管理等業務の実施に当たり知り得た情報を未利用国有地管理等業務の用に供する

目的以外に利用してはならない。 

また、民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり取得した個人情

報について、自己の利益のため、自らが運営する事業に活用する等、未利用国有

地管理等業務以外に利用してはならない。 

③ 上記①に違反した場合には法第54条により罰則の適用がある。 

 

(5) 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

① 業務の開始及び中止 

1) 民間事業者は、本契約に定められた業務開始日に確実に未利用国有地管理等

業務を開始しなければならない。 

2)  民間事業者は、やむを得ない事由により、未利用国有地管理等業務を中止し

ようとするときは、あらかじめ、国の承認を受けなければならない。 

② 民間事業者の使用する名義及び身分証明書 

   民間事業者又はその従業者は、未利用国有地管理等業務に従事する際には、国

が認証した「身分証明書」を常に携行しなければならない。 

③ 宣伝行為の禁止 

1) 民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たって、自らが行う業務

の宣伝を行ってはならない。 

2) 民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり、第三者に対し誤解

を与えるような行為をしてはならない。 

④ 法令の遵守 

民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり、適用を受ける関係法

令等を遵守しなければならない。 

⑤ 帳簿等の備え付け 

1) 民間事業者は、進行管理表等その他国が指示する帳簿を備えなければならな

い。 
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 2) 未利用国有地管理等業務に係る会計に関する帳簿書類を作成し、未利用国有

地管理等業務を終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存する

こと。 

⑥ 権利の譲渡 

民間事業者は、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に

譲渡してはならない。 

⑦ 権利義務の帰属等 

1) 未利用国有地管理等業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵

触するときは、民間事業者は、その責任において、必要な措置を講じなくては

ならない。 

2) 民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施状況を公表しようとするとき

は、あらかじめ、国の承認を受けなければならない。 

⑧ 再委託の取扱い 

1) 民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり再委託をしてはなら

ない。 

ただし、あらかじめ書面により国に協議し、承認を得た場合はこの限りではない。 

2) 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、

再委託に関する事項を明らかにした上で国の承認を受けなければならない。 

3) 民間事業者は、上記1)及び2)により再委託を行う場合には再委託先から必要

な報告を徴収しなければならない。 

4) 再委託先は、民間事業者と同様の義務を負うものとする。 

⑨ 個人情報等の取扱い 

 民間事業者は、個人情報の取扱いに関して、国が定める「個人情報等に関する

特約条項」に従うものとし、内規を定め、国の承認を得なければならない。 

⑩ 談合等不正行為 

民間事業者は、談合等の不正行為に関して、国が定める「談合等の不正行為に

関する特約条項」に従うものとする。 

⑪ 契約変更 

  国及び民間事業者は、未利用国有地管理等業務の更なる質の向上を図る必要が

あるため、又はやむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、

あらかじめ双方の承認を得た上、法21条の手続きを経なければならない。 

⑫ 契約解除 

国は、民間事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、本契約を解除す

ることができる。 

1) 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。 

2) 法第14条第2項第3号又は法第15条において準用する法第10条各号（ただし第

11号を除く。）の規定による民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を

満たさなくなったとき。 

3) 本契約に従って未利用国有地管理等業務を実施できなかったとき、又はこれ
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を実施することができないことが明らかになったとき。 

4) 上記3)に掲げるほか、本契約において定められた事項について重大な違反が

あったとき。 

5) 法令又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問について回答せず、若しくは虚偽

の回答をしたとき。 

6) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき。 

7) 法令又は本契約に違反して、未利用国有地管理等業務の実施に当たり知り得

た秘密を漏らし、又は盗用したとき。 

8) 法令又は本契約に違反して、未利用国有地管理等業務の実施に当たり知り得

た情報を目的外に利用したとき。 

9) 暴力団関係者を業務を統括する者又は従業員としていることが明らかにな

ったとき。 

10) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していること

が明らかになったとき。 

⑬ 不可抗力免責、危険負担 

民間事業者は、民間事業者の責に帰することができない事由により未利用国有

地管理等業務の全部又は一部の実施が遅滞したり不能になった場合は責任を負わ

ない。 

⑭ 契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、国と民間事業者とで

協議する。 

 

9．公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害

を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民

間事業者が負うべき責任（国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠

償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項（法第14

条第2項第10号） 

 

本項においては、民間事業者が、故意又は過失により、第三者に損害を加えた場合

には、次に定めるところによるものとする。 

 

(1) 国が国家賠償法（昭和22年法律第125号）第1条第1項等に基づき第三者に対する

賠償を行ったときは、国は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額（当

該損害の発生について国の責に帰すべき理由が存する場合は、国が自ら賠償の責に

任ずべき金額を超える部分に限る。）について求償することができる。 

 

(2) 民間事業者が民法（明治29年法律第89号）第709条等に基づき第三者に対する賠

償を行った場合であって、当該損害の発生について国の責に帰すべき理由が存する
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ときは、民間事業者は国に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償

の責に任ずべき金額を超える部分について求償することができる。 

 

(3) 未利用国有地管理等業務を実施するに当たり、民間事業者が故意又は過失により

国に損害を加えた場合には、民間事業者は当該損害に対する賠償の責に任ずるもの

とする（ただし、当該損害の発生につき、国の責に帰すべき理由が存するときは、

国の過失割合に応じた部分を除く。） 

 

10．対象公共サービスに係る第7条第8項に規定する評価に関する事項（法第14条第2

項第11号） 

 

(1) 実施状況に関する調査の時期 

内閣総理大臣が行う評価の時期（平成28年5月を予定）を踏まえ、未利用国有地管

理等業務の実施状況等については、平成28年3月末時点における状況を国が調査する

ものとする。 

 

(2) 調査の方法 

民間事業者の未利用国有地管理等業務の実施状況について国が調査を行うものと

する。 

 

(3) 調査項目 

①  未利用国有地管理等業務の処理期間内の処理率 

②  各種情報等の適正な管理等 

③ 委託経費（未利用国有地管理等業務に要した経費） 

 

11．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他 

 

(1) 対象公共サービスの実施状況等の監理委員会への報告及び公表 

民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、未利用国有地

管理等業務終了後に監理委員会へ報告するとともに、法第２６条及び法第２７条に

基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び

理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。 

 

(2) 国の監督体制 

本契約に係る監督は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示

その他の適切な方法において行うものとする。 

未利用国有地管理等業務の実施状況に係る監督は、上記8により行うこととする。 

 

 



 

15 
 

(3) 民間事業者が負う可能性のある主な責務等 

① 民間事業者の責務等 

民間事業者は、刑法（明治40年法律第45号）その他の罰則の適用については、

法令により公務に従事する職員とみなされる。 

② 会計検査について 

民間事業者は、会計検査院法（昭和22年法律第73号)第23条第1項第7号に規定す

る者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び

法第26条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は国（委

託元）を通じて、資料・報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることが

ある。 

 



対象地区及び対象業務一覧 【別添1】

注1）　対象地区番号　＝　契約単位
注2）　対象業務欄の色の違いは、別契約を表示している。

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

関東財務局

千葉財務事務所

東京財務事務所

立川出張所

横浜財務事務所

横須賀出張所

甲府財務事務所

水戸財務事務所

宇都宮財務事務所

前橋財務事務所
【北関東・
信越地区】

新潟財務事務所

長野財務事務所

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

近畿財務局

京都財務事務所

舞鶴出張所

神戸財務事務所

奈良財務事務所

和歌山財務事務所

大津財務事務所

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

東海財務局

岐阜財務事務所

津財務事務所

静岡財務事務所

沼津出張所

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

北海道財務局

小樽出張所

函館財務事務所 6

旭川財務事務所 7

釧路財務事務所 8

帯広財務事務所 9

北見出張所 10

○関東財務局

○北海道財務局

2

3

1

【北関東・信越地区】

【首都圏地区】

○東海財務局

○近畿財務局

対象外

北海道対象外
【札幌・小
樽地区】

対象外

4

関東

近畿

東海対象外

5 【札幌・小樽地区】

対象外

首都圏地区 

北関東・信越地区 

関西地区 

東海地区 

札幌・小樽地区 



対象地区及び対象業務一覧 【別添1】

注1）　対象地区番号　＝　契約単位
注2）　対象業務欄の色の違いは、別契約を表示している。

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

東北財務局 11 東北財務局

青森財務事務所 12 青森財務事務所

盛岡財務事務所 13 盛岡財務事務所

秋田財務事務所 14 秋田財務事務所

山形財務事務所 15 山形財務事務所

福島財務事務所 16 福島財務事務所

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

北陸財務局

富山財務事務所

福井財務事務所

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

中国財務局

呉出張所

鳥取財務事務所

松江財務事務所

岡山財務事務所

倉敷出張所

山口財務事務所

下関出張所

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

四国財務局 19

徳島財務事務所 20

松山財務事務所 21

高知財務事務所 22

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

福岡財務支局

佐賀財務事務所

小倉出張所 24

長崎財務事務所 25

佐世保出張所 26

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

九州財務局 27(その①、②) その① その② その②

大分財務事務所 28（その①、②） その① その② その②

宮崎財務事務所 29（その①、②） その① その② その②

鹿児島財務事務所 30（その①、②） その① その② その②

名瀬出張所 -

対象地区番号 ①巡回
②草刈・保守

等
③柵設置等

④看板作成設
置等

⑤樹木伐採 ⑥投棄物撤去 ⑦巣撤去等
⑧流出土砂撤

去等
⑨建物開口部

閉鎖
⑩地下埋設物

調査
⑪土壌汚染調

査等
⑫ライフライン

調査
⑬アスベスト調

査
⑭測量

⑮物件調書作
成

⑯入札案内書
配布業務

⑰入札案内書
原稿整備業務

⑱PCB調査 評価委員会

本局管内 31

宮古財務出張所 -

八重山財務出張所 -

その①

その①

その③

中国

九州

沖縄

対象外 対象外対象外 対象外

対象外

その①

その①

その①

北陸

対象外

対象外対象外

対象外

四国

対象外

対象外

福岡対象外 その②

○沖縄総合事務局

○四国財務局

○福岡財務支局

対象外

○東北財務局

○北陸財務局

対象外

対象外

対象外

17

18

○中国財務局

対象外

23（その①、②、③） その①

○九州財務局

対象外

対象外

対象外

北陸地区 

中国地区 

福岡・佐賀地区（除く小倉出張所管内） 
※壱岐・対馬地区を含む 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国財務局

【別添2】
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